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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成27年8月13日(2015.8.13)

【公表番号】特表2014-528798(P2014-528798A)
【公表日】平成26年10月30日(2014.10.30)
【年通号数】公開・登録公報2014-060
【出願番号】特願2014-533523(P2014-533523)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｌ  31/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   2/915    (2013.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｌ   31/00     　　　Ｐ
   Ａ６１Ｆ    2/915    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年6月19日(2015.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリマーチューブから形成された足場を含む、浅大腿動脈及び／又は膝窩動脈用のステ
ントであって、
　　バルーンに圧着されるように設定されており、
　　前記足場は、相互接続した要素のパターンを有し、
　　前記足場は、バルーンによって、圧着された状態から塑性的に変形して拡張されると
きの拡張された直径を有し、
　前記足場が、その拡張された直径の少なくとも５０％まで圧縮された後に、その直径の
８０％超を達成し、
　前記足場が、０．３Ｎ／ｍｍより大きい半径方向の剛性を有し、
　前記足場が、３７℃より高いガラス転移温度（Ｔｇ）を有する硬質生体吸収性ポリマー
成分及び雰囲気温度より低いＴｇを有するゴム状ポリマー成分を含む組成物から製造され
、前記ゴム状ポリマー成分が、前記組成物の５重量％と２５重量％との間であり、
　前記足場が、５～１０ｍｍの圧着前の直径及び０．２０３～０．３５６ｍｍ（０．００
８インチ～０．０１４インチ）の壁の厚さを有する、ステント。
【請求項２】
　ゴム状ポリマー成分が、２０ｋＤａ以下の重量平均分子量（Ｍｗ）を有するポリエチレ
ングリコール（ＰＥＧ）である、請求項１に記載のステント。
【請求項３】
　ゴム状ポリマー成分が、ＰＬＬＡ－ＰＥＧ－ＰＬＬＡ、ＰＤＬＡ－ＰＥＧ－ＰＤＬＡ、
ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡ、ＰＥＧ－ＰＬＬＡ、ＰＥＧ－ＤＬ－ＰＬＡ、及びＰＥＧ－
ＰＬＧＡからなる群から選択される両親媒性ブロックコポリマーである、請求項１に記載
のステント。
【請求項４】
　硬質ポリマー成分が、ポリ（Ｌ－ラクチド）（ＰＬＬＡ）であり、ゴム状ポリマー成分
が、ポリヒドロキシアルカノエート（ＰＨＡ）、ポリ（４－ヒドロキシブチレート）（Ｐ
４ＨＢ）、ポリ（ε－カプロラクトン）（ＰＣＬ）、ポリ（トリメチレンカーボネート）
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（ＰＴＭＣ）、ポリ（ブチレンスクシネート）（ＰＢＳ）、及びポリ（ｐ－ジオキサノン
）（ＰＤＯ）からなる群から選択される、請求項１に記載のステント。
【請求項５】
　前記ゴム状ポリマー成分が、前記硬質ポリマー成分中に部分的又は完全に混和性であり
、前記ゴム状ポリマー成分のＭｗが、２０ｋＤａ以下である、請求項１に記載のステント
。
【請求項６】
　ゴム状ポリマー成分が、ＰＥＧであり、前記ＰＥＧが、足場の５～１０重量％である、
請求項５に記載のステント。
【請求項７】
　硬質ポリマー成分が、ＰＬＬＡであり、ゴム状ポリマー成分が、ＰＨＡ、Ｐ４ＨＢ、Ｐ
ＣＬ、ＰＴＭＣ、ＰＢＳ、及びＰＤＯからなる群から選択される、請求項５に記載のステ
ント。
【請求項８】
　ゴム状ポリマー成分が、硬質ポリマー成分中に完全に混和性である、請求項５に記載の
ステント。
【請求項９】
　ゴム状ポリマー成分のＭｗが、２ｋＤａ以下である、請求項５に記載のステント。
【請求項１０】
　前記足場が、３７℃より高いＴｇを有する生体吸収性硬質ポリマー及び雰囲気温度より
低いＴｇを有するゴム状ポリマーを含有する生体吸収性ランダムコポリマーを含む生体吸
収性組成物から製造された、請求項１に記載のステント。
【請求項１１】
　コポリマーの数平均分子量（Ｍｎ）が、２００～６００ｋＤａである、請求項１０に記
載のステント。
【請求項１２】
　硬質ポリマーが、ＰＬＬＡであり、ゴム状ポリマーが、ポリ（Ｌ－ラクチド－ｃｏ－ε
－カプロラクトン）である、請求項１０に記載のステント。
【請求項１３】
　ランダムコポリマーが、ＰＬＬＡと、ＰＨＡ、Ｐ４ＨＢ、ＰＣＬ、ＰＴＭＣ、ＰＢＳ、
及びＰＤＯからなる群から選択されたポリマーとのコポリマーである、請求項１０に記載
のステント。
【請求項１４】
　前記ゴム状ポリマー成分のＭｗが、前記生体吸収性硬質ポリマー成分のＭｗの５０％未
満であり、前記生体吸収性硬質ポリマー成分が、前記足場の７５～９５重量％である、請
求項１に記載のステント。
【請求項１５】
　硬質ポリマー成分のＭｗが、１００～３００ｋＤａである、請求項１４に記載のステン
ト。
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